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令和６年度川崎市交通局技能職員採用選考案内 

【市バス運転手（養成枠）】 

 

第１次選考日  令和６年６月１日（土） 

募 集 期 間  令和６年３月８日（金）～令和６年５月１７日（金） 

申 込 方 法  簡易書留による郵送のみ（当日消印有効） 

※令和６年５月１８日（土）以降の消印のものは受け付けません。 

１ 募集職種・採用予定人数・主な職務内容等 

職 種 自動車運転手（市バス運転手） 

採用予定人数 ５名程度 

市バス運転手 

養成の流れ 

・第３次選考の合格者を会計年度任用職員（非常勤）として採用し、局が指定する自動

車教習所で大型二種免許を取得していただきます。 

・大型二種免許取得後は市バス運転手になるための各種研修を受講していただきます。 

・各種研修の受講後、第４次選考を行い、合格した方を正規職員として採用します。 

採用予定日 
令和７年４月１日 

※会計年度任用職員としての採用は令和６年１０月１日を予定しています。 

主な職務内容 

川崎市内（一部市外）の路線バス運転業務 

※早朝・深夜勤務等あり。勤務時間は毎日異なります。 

※週休日は土・日・祝日に関係なく局が指定した日となります。 

２ 受験資格 
活字印刷文による出題に対応でき、次の条件を全て満たしている人 

（１）令和６年１０月１日時点で大型二種免許の受験資格※1.※2があること。 

※１ 満２１歳以上で普通免許、準中型免許、中型免許、大型一種免許、大型特殊免許のいず

れかを取得しており、その運転経歴が通算して３年以上ある方。 

※２ 満１９歳以上で普通免許、又は準中型免許を取得しており、その運転経歴が通算して１

年以上であり、受験資格特例教習を修了している方。 

（２）昭和５９年４月２日以降に生まれた人 

（３）視力が両眼で0.8以上かつ片眼でそれぞれ0.5以上あること。（矯正視力を含む。） 

（４）申込日時点において運転免許の累積違反点数が３点未満であること。 

   ※申込後に上記違反等に該当した方は、受験資格を失うものとし、合格している場合は合格を取

り消します。 

 

 

 

 

 

‐受験資格に関わらず、地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者（民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９

号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる者を含む。）は受験できません。 
 
〈地方公務員法第１６条〉 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることが

できない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

大型自動車第二種免許をお持ちでない方を対象とする 
選考です（免許取得に係る費用は交通局が負担します） 
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３ 日程 

（１）第１次選考 

選考科目 日時及び会場 合格発表日 

【教養試験】 

※択一式50問 60分 

【適性検査】 

※約60分 

（１）日時 令和６年６月１日（土） 

午前９時３０分集合 

（２）場所 受験票で指定した場所（川崎市内）

※日時・場所等は受験票に明示し通知します。 

※応募状況により変更となる場合があります。 

令和６年６月１０日（月） 

午後４時頃予定 

※交通局ホームページに合格者の

受験番号を掲載します。 

※合格発表日以降に受験者全員に

郵送で通知します。 

○第１次選考日に持参するもの（詳細は受験票を御確認ください。） 

ア 受験票  イ 筆記用具  ウ 合否通知用の返信封筒（長形３号、９４円分の切手を貼付） 

エ 運転記録証明書（申込時に提出できなかった場合のみ） 
 
※第１次選考の合否結果は必ず交通局ホームページ又は通知で御確認ください。電話・メール等での問

合せには一切お答えできません。 
 

【第１次選考の内容】 

選考科目 主な出題分野等 

教養試験 
公務員として必要な基礎的一般教養に関する問題です。 

（社会科学・人文科学・自然科学を含む一般常識、言語能力、数的能力） 

適性検査 基礎的な職務遂行能力について検査します。 

（２）第２次選考（第１次選考合格者のみを対象に実施） 

選考科目 日時及び会場（予定） 合格発表日（予定） 

面接試験 （１）日時 令和６年６月２２日（土） 

※午前７時～午後６時頃の間 

（２）会場 局が指定した場所（川崎市内） 
 
※試験の時間帯は受験者により異なります。 

※日時・会場は局が指定します。受験者都合の変更はできま

せん。 

令和６年６月２６日（水） 

午後４時頃予定 

※交通局ホームページに合

格者の受験番号を掲載し

ます。 

※合格発表日以降に第２次

選考の受験者全員に郵送

で通知します。 

※選考の状況により、発表日

が前後する場合がありま

す。 

〇第２次選考の合否は第１次選考及び第２次選考の成績を総合して決定します。なお、第２次選考にお

いて一定の基準に達しない場合は、他の選考科目の成績にかかわらず不合格となります。 

※第２次選考の合否結果は必ず交通局ホームページ又は通知で御確認ください。電話・メール等での問

合せには一切お答えできません。 
 
【第２次選考の内容】 

選考科目 内  容 

面接試験 個別面接を行います。 
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（３）第３次選考（第２次選考合格者のみを対象に実施） 

選考科目 日時及び会場（予定） 合格発表日（予定） 

面接試験 （１）日時 令和６年７月６日（土） 

※午前７時～午後６時頃の間 

（２）会場 局が指定した場所（川崎市内） 
 
※試験の時間帯は受験者により異なります。 

※日時・会場は局が指定します。受験者都合の変更はできま

せん。 

令和６年８月上旬～中旬頃 

※交通局ホームページに合

格者の受験番号を掲載し

ます。 

※合格発表日以降に第３次

選考の受験者全員に郵送

で通知します。 

※選考の状況により、発表日

が前後する場合がありま

す。 

身体検査 （１）日時 令和６年７月８日以降の平日（数時間程度） 

（２）会場 局が指定した場所 
 
※身体検査の対象者は第１次選考、第２次選考及び第３次選

考の面接試験の成績により決定します。 

※日時・会場等は身体検査の対象者のみに通知します。 
 
〇第３次選考の合否は第１次選考、第２次選考及び第３次選考の成績を総合して決定します。なお、第３

次選考のいずれかの科目において一定の基準に達しない場合は、他の選考科目の成績にかかわらず不

合格となります。 

※第３次選考の合否結果は必ず交通局ホームページ又は通知で御確認ください。電話・メール等での問

合せには一切お答えできません。 
 
【第３次選考の内容】 

選考科目 内  容 

面接試験 個別面接を行います。 

（４）第４次選考（第３次選考合格者のみを対象に実施） 

選考科目 日時及び会場（予定） 最終合格発表日（予定） 

実技試験 （１）日時 局が指定した日時 

（２）会場 局が指定した場所（川崎市内） 
 
※試験日時は受験者により異なります。 

※受験者都合による日時・会場の変更は受け付けません。 

令和７年２月以降 

※交通局ホームページに合

格者の受験番号を掲載し

ます。 

※合格発表日以降に第４次

選考の受験者全員に郵送

で通知します。 

※選考の状況により、発表日

が前後する場合がありま

す。 
 
〇最終合否は第１次選考、第２次選考、第３次選考及び第４次選考の成績を総合して決定します。なお、

第４次選考において一定の基準に達しない場合は、他の選考科目の成績にかかわらず不合格となります。 

※最終合否結果は必ず交通局ホームページ又は通知で御確認ください。電話・メール等での問合せには

一切お答えできません。 

【第４次選考の内容】 

選考科目 内  容 

実技試験 実際の大型バスを使用して、運転・サービス技能等を採点します。 
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４ 会計年度任用職員としての採用後の取扱い等について 

第３次選考に合格した方については、原則として令和６年１０月１日付けで会計年度任用職員として

採用します。 

（１）任用期間 

令和６年１０月１日～令和７年３月３１日（予定） 

（２）勤務時間・日数 

週あたり３１時間・週４日勤務（平日） 

※所定時間外労働あり 

※週休日に勤務し、週休日を別日に振り替える場合があります。 

（３）休暇等 

年次有給休暇、忌引等の特別休暇等があります。 

（４）勤務先 

交通局本庁・営業所（勤務先は交通局が指定します。） 

（５）給与額 

地域手当を含む給料月額 １７４，７４２円 

その他各種手当（時間外勤務手当、通勤手当）、賞与（期末手当・勤勉手当）約１１万円程度が支給

条件に応じて支給されます。 

※上記給料月額については、給与改定等により変更されることがあります。 

（６）社会保険等 

厚生年金保険、雇用保険及び全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者となります。 

また、公務上及び通勤上の災害については、労働者災害補償保険が適用されます。 

（７）会計年度任用職員としての採用以降の流れ 

ア 大型二種免許の取得前 

局が指定する自動車教習所に通所し、大型二種免許を取得していただきます。大型二種免許取得

費用は交通局が負担します。（仮免許及び免許交付時に必要となる免許交付手数料並びに運転免許セ

ンターでの試験手数料は自己負担になります。） 

イ 大型二種免許の取得後 

市バス運転手になるための各種研修（実車教習等）を受講していただき、それまでの勤務成績等が

良好である人を対象に第４次選考を実施します。 

※任用期間中に大型二種免許を取得できなかった場合、第４次選考に不合格となった場合は正規職

員として採用することはできません。また、勤務成績不良者等は、任用期間中であっても免職と

なることがあります。 

【第３次選考合格から正規職員としての採用までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

  

事務補助・教習所通所・研修受講等       路線バスの運転業務   

正 規 職 員 

（ 順 次 採 用 ） 

会 計 年 度 任 用 職 員 

第
３
次
選
考
合
格 

大型二種 

免許取得 

第４次選考 

（実技試験） 

大型二種免許取得に約 60万円 

※普通車免許を持っている方 

局が費用を負担します 
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５ 任用条件等（正規職員としての採用後） 

（１）合格から採用まで 

合格者は採用候補者名簿に登載され（有効期限１年）、名簿登載者の中から原則として令和７年４月

１日以降に順次採用されます。申告に虚偽がある場合、合格を取り消すことがあります。 

採用当初は条件付採用となります（地方公務員法第２２条）。受験資格を偽った場合や川崎市交通局

職員としてふさわしくない行為があった場合等は正式採用できないことがあります。 

日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

（２）勤務時間 

１か月単位の変形労働時間制を適用し、勤務時間は週あたり平均で３８時間４５分となります。ま

た、変則勤務のため、早朝・深夜勤務等があります。 

なお、勤務条件の変更等が行われた場合は、その定めるところによります。 

（３）休暇等 

年次有給休暇（年２０日）のほか、夏季（５日間）・結婚・出産・忌引・子の看護・男性職員の育児

参加・短期介護などの特別休暇があります。また、育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休暇など

もあります。 

※上記の内容は、令和６年３月１日時点のものであり、変更される場合があります。 

（４）勤務先（勤務先は局が指定します。） 

・塩浜営業所（川崎区塩浜２－２－１） 

・鷲ヶ峰営業所（宮前区菅生ヶ丘４１－１） 

（５）給与 

初任給は交通局規程に基づき、年齢、職歴加算等により決定します。 

≪参考≫初任給モデルケース（地域手当含む） 

・月額 209,960円〈２５歳で採用の場合〉 

・月額 231,652円〈３０歳で採用の場合〉 

・月額 250,792円〈３５歳で採用の場合〉 

※上記月額のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休

日勤務手当、期末勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。 

※給料月額及び諸手当については、給与改定等により変更することがあります。 

（６）社会保険等 

共済年金保険及び川崎市職員共済組合の被保険者となります。 

また、公務上及び通勤上の災害については、地方公務員災害補償制度の対象となります。 

（７）福利厚生 

各種給付金（結婚・出産・入学祝金等）や宿泊・レジャー割引等の福利厚生事業があります。 

（８）その他服務 

乗務開始前及び乗務終了後にアルコール検知器による検査を行います。 

（乗務前日は勤務時間外でも禁酒を指導しています。） 
 
６ 個人別成績情報の提供 

この選考に不合格となった方のうち、本人から希望があった場合に限り、個人別成績情報として順位

をお知らせします。 

（１）期間 各選考の合格発表日の翌日から起算して１か月間 

（２）方法 郵送による。 

※手続の詳細は合格発表の際に対象者に通知します。なお、受験票の提出が必要となりま

すので、必ず保管してください。 
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７ 申込手続 

申
込
方
法 

郵送のみ（持参・電子申請による受付は行っていません。） 

封筒の表に「選考申込書在中」と朱書きし、下記①～④の書類を簡易書留で郵送してください。 

※申込書はこの採用選考案内に同封されているものを使用してください。（川崎市交通局ホームペ

ージ上にも様式を掲載しています。） 

※封筒は申込書を折らずに入れることができる角形２号を使用してください。 

※簡易書留以外の郵送事故については、一切責任を負いません。 

提
出
先 

〒２１０－０００６ 川崎市川崎区砂子１－８－９ 川崎御幸ビル９階 

川崎市交通局企画管理部庶務課職員係 宛 

申
込
時
の
提
出
書
類 

①「採用選考申込書」 

申込書裏面の「記入上の注意」をよく読み、必要事項を記入してください。 

②「受験票発送用の返信封筒」 

定型封筒（長形３号）に返信先の住所・氏名を記入の上、８４円分の切手を貼ってください。 

③「運転記録証明書」 

証明日が令和６年３月８日以降で５年間の証明とし、自動車安全運転センター（神奈川県で

は運転免許試験場内。℡045-364-7000）で交付を受けてください。証明書の申込方法など、詳

しくは同センターに確認してください。証明書の交付を申請した方で締切までに提出が間に合

わない場合は、申請日を記したメモを同封し、後日提出してください。 

④「運転免許証のコピー（表裏両面）」 

Ａ４の用紙に運転免許証の表裏両面をコピーしたもの（カラー・白黒問わず） 

そ
の
他 

受験票は令和６年５月２９日（水）までに各受験者宛てに発送します。 

※必ず第１次選考日に受験票を持参してください。受験票を忘れた方は受験できません。 

※令和６年５月２９日（水）になっても受験票が届かない場合は、交通局庶務課職員係まで御

連絡ください。 

 

８ その他 

（１）この選考において提出された書類等は一切返却しません。 

（２）選考に際して川崎市交通局が収集する個人情報は、採用選考及び雇入事務のみに使用します。 

（３）任用条件等について、法令等の改正が行われた場合には、その定めによります。 

 

 

 

○選考・採用に関する問い合わせ先・書類提出先 

川崎市交通局企画管理部庶務課職員係（採用担当） 

住 所：〒２１０－０００６ 川崎市川崎区砂子１－８－９ 川崎御幸ビル９階 

電 話：（０４４）２００－３２１５ 

受付時間：８時３０分～１２時００分、１３時００分～１７時１５分（土休日除く） 


